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秋田市福祉医療費支給要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、秋田市に居住地を有する乳幼児（未就学児）、小中

学生、ひとり親家庭の児童、高齢身体障がい者および重度心身障がい児

（者）の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する福祉医療

費の支給について必要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1) 乳幼児（未就学児） ６歳に達する日以後の最初の３月31日までの

間にある児童

(2) 小中学生 ６歳に達する日以後の最初の４月１日から中学校又は特

別支援学校の中学部修了年度の３月31日までの間にある児童

(3) ひとり親家庭の児童 別表１に定める18歳に達する日以後の最初の

３月31日までの間にある児童

(4) 高齢身体障がい者 65歳以上の者で、身体障害者福祉法（昭和24年

法律第283号）による身体障害者手帳（障害の級別が４級から６級ま

でのものに限る。）の所持者

(5) 重度心身障がい児（者） 療育手帳制度要綱（昭和48年９月27日厚

生省発児第156号）による療育手帳（障害の程度がＡであるものに限

る。）の所持者又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳（障害の

級別が１級から３級までのものに限る。）の所持者

２ この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

(3) 健康保険法（大正11年法律第70号）

(4) 船員保険法（昭和14年法律第73号）

(5) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）

(6) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）
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(7) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）

３ この要綱において「社会保険各法」とは、前項第３号から第７号まで

に掲げる法律をいう。

（受給資格者）

第３条 福祉医療費の支給を受けることができる者（以下「受給者」とい

う。）は、秋田市に居住地を有する前条第１項各号に掲げる者で、医療

保険各法の被保険者又は被扶養者 (健康保険法による特別療養費支給対

象者を含む。）とする。ただし、社会保険各法の本人（同項第５号に該

当する者を除く。）又は他の法令等の適用を受け、医療に関し福祉医療

費と同一の給付を受けることができる者を除く｡

第３条の２ 市単独事業の福祉医療費の受給資格者は、秋田市に居住地を

有する乳幼児（２歳未満児ならびに入院期間中の２歳以上の未就学児）

のうち、第５条第１項の規定による支給の制限に該当した者で、医療保

険各法の被保険者又は被扶養者とする。

（支給期間）

第４条 福祉医療費の支給対象期間の始期および終期は、別表２によるも

のとする。

（支給の制限）

第５条 受給者（重度心身障がい児（者）の場合にあっては、社会保険各

法の本人であるものに限る。）、受給者の父もしくは母又は受給者の生

計を維持している扶養義務者（民法（明治29年法律第89号）第877条第

１項に定める者をいう。ただし、受給者がひとり親家庭の児童である場

合にあっては、当該児童の父又は母の兄弟姉妹を含む。）の前年の所得

が別表３に定める額を超えるときは、福祉医療費を支給しない。

２ １月１日から７月31日までの間に支給事由の生じた受給者に対する前

項の規定の適用については、同項中「前年」とあるのは ｢前々年」とす

る。

３ 第１項の所得の範囲およびその額の計算については、受給者が、乳幼

児、小中学生又はひとり親家庭の児童の場合にあっては児童扶養手当法

施行令（昭和36年政令第405号）第３条ならびに第４条第１項および第２
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項の規定を、高齢身体障がい者又は被用者保険の本人である重度心身障

がい児（者）の場合にあっては国民年金法施行令（昭和34年政令第184

号）第６条および第６条の２の規定を準用する。

４ 第１項の規定にかかわらず、６歳に達する日以後の最初の４月１日か

ら最初の７月31日までの期間における小学生の場合にあっては、別表３

の１の表の規定を適用する。

（受給者証の交付）

第６条 市長は、福祉医療費の受給申請があったときは、医療保険各法の

被保険者証、母子家庭台帳又は父子家庭台帳、身体障害者手帳又は療育

手帳等を確認のうえ福祉医療費受給者証（以下「受給者証」という。）

を交付するものとする。

２ 受給者証の期間は、交付日以後最初の７月31日までとし、毎年度８月

１日に更新するものとする。ただし、第２条第１項第５号に掲げる者で

国民健康保険の被保険者および社会保険各法の被扶養者については別表

２（２）に定める期間とする。

３ 市長は、受給者が正当な理由なく第11条第１項又は第２項の規定によ

り返還させることとした福祉医療費（以下「返還金」という。）を返還

しないときその他市長が必要と認めたときは、受給者証の交付を保留し、

又は既に交付している受給者証の効力を停止することができる。

（福祉医療費の給付）

第７条 市長は、福祉医療費の給付を受けようとする受給者に対し、保険

医療機関、保険薬局等において、医療保険被保険者証と受給者証を提示

させるものとする。

（支給の範囲）

第８条 福祉医療費の支給額は、次のとおりとする。

(1) 医療の診療月をもって区分し、医療保険各法による給付額を控除し

た被保険者等負担額（高額療養費、家族高額療養費および付加給付金

等を控除した額）とする。

(2) 乳幼児および小中学生については、被保険者等負担額から一部自己

負担金（自己負担相当額の半額とし、診療報酬明細書１枚あたり千円
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を上限とする。）を控除した後の額とする。ただし、０歳児および市

町村民税（特別区民税を含む。）の所得割の非課税世帯の子どもにつ

いては、この限りではない。

(3) 前各号の場合において、入院時食事療養および入院時生活療養に係

る標準負担額は除くものとする。

（医療費の確認および支払の委託）

第９条 受給者の医療費の確認および保険医療機関、保険薬局等への医療

費等の支払は、秋田県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」とい

う。）および社会保険診療報酬支払基金秋田支部（以下「支払基金」と

いう。）に委託して行うものとする。

２ 受給者が、やむを得ない理由により、病院、診療所又は薬局その他の

者について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、市長が必

要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現

金給付をすることができる。

３ 第６条第３項の規定により受給者証の交付を保留され、又は効力を停

止されている受給者から福祉医療費の支給申請があった場合において市

長が必要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代

えて現金給付をすることができる。

４ 市長は、前項の規定により福祉医療費を現金給付する場合において、

当該現金給付を受ける受給者が返還金を返還していないときは、当該現

金給付に係る福祉医療費を当該返還金に充当するものとする。

（委託費の支払）

第10条 市長は、前条の委託に係る費用のうち受給者の自己負担相当額又

は一部負担金に相当する額については、秋田市財務規則（平成９年秋田

市規則第37号）に従い、国保連および支払基金からの請求により納付す

る。

（支給額の返還）

第11条 市長は、支給原因が第三者の行為によって生じ、受給者が損害賠

償を受けたときは、損害賠償受領額を限度として、福祉医療費の全部も

しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金
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額を返還させることができる。

２ 市長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者

があるとき又は第８条第１号もしくは第２号の規定により控除するもの

とされた額の全部もしくは一部が控除されずに福祉医療費が支給された

ときは、既に支給した福祉医療費の額の全部又は一部を返還させること

ができる。

（関係帳簿等）

第12条 この業務を適正に行うため、秋田市において備える帳簿等は、次

の様式および電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られた記録をいう。）のとおり

とする。

(1) 保険履歴一覧（様式１号）

(2) 福祉医療費受給者台帳 (様式２号）

(3) 第三者行為等の返還記録 (様式３号）

(4) 高額療養費戻入簿 (様式４号）

２ 第１項各号に掲げる帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年 (年度）

の翌年（翌年度）から起算して５年間保存するものとする。

（雑則）

第13条 この要綱に定めるもののほか、福祉医療費の支給について必要な

事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年８月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年８月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年８月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年８月１日から施行する。

附 則
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この要綱は、平成18年10月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年８月１日から施行し、改正後の秋田市福祉医療費

支給要綱第９条および第10条の規定は、同日以降の診療、薬剤の支給又は

手当に係る医療費の確認および医療費等の支払から適用する。

附 則

この要綱は、平成24年８月10日から施行し、改正後の要綱は同月１日か

ら適用する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成25年８月１日から施行する。

（準備行為）

２ 改正後の秋田市福祉医療費支給要綱の規定による受給者証の交付その

他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成28年８月１日から施行する。

（準備行為）

２ 改正後の秋田市福祉医療費支給要綱の規定による受給者証の交付その

他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。


